
2. 熊本地震復旧対策研究室設立までの歩み 

2.1. 熊本地震による被災の概要 

 平成 28 年 4 月に発生した熊本地震では、14 日 21：26 頃の前震(マグニチュード 6.5)1)、16 日 1：25

頃の本震(同 7.3) 1)で最大震度 7を記録し（図-2.1）2)、熊本、大分両県を中心に多数の死傷者や家屋倒

壊など甚大な被害が生じた。この一連の地震により、南阿蘇村立野地区の大規模斜面崩落、この箇所の

前面に位置する国道 325 号阿蘇大橋の崩落、九州自動車道を跨ぐ橋の落橋、俵山トンネルの覆工コンク

リート剥落など、多くの道路構造物が被災した 3)。熊本市街地と阿蘇山のカルデラ内の阿蘇地域を結ぶ

ルートでは、国道 57 号や、この近傍の比較的標高の低いところを通る県道 28 号熊本高森線などが寸断

され、この代替ルートとして阿蘇山の外輪山を越えるルート（通称「ミルクロード」（4 月 18 日に迂回

路確保（4 トン車未満））及び「グリーンロード南阿蘇」（4 月 22 日に迂回路確保）4））がその役割を担

った（図-2.2）。 

 

 

 

 

 

図-2.1 平成 28 年熊本地震の前震及び本震の震度分布 2) 

（気象庁発表の震度分布に観測地名を加筆） 

  

前震 

平成 28 年 4 月 14 日 21 時 26 分頃 

M＝6.5 D＝11km 

本震 

平成 28 年 4 月 16 日 1 時 25 分頃 

M＝7.3 D＝12km 
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図-2.2 熊本市街地と阿蘇地域を結ぶ主要な道路 

（地理院地図（電子国土 web）に道路情報を加筆） 

2.2. 研究室設立までの災害復旧にかかる国総研の対応 

甚大な被害を受けた熊本市街地と阿蘇地域を結ぶ主要道路は、地域の生活基盤を支える重要な道路で

あることや国際的な観光地である阿蘇山への重要な観光ルートであることから、早期復旧が望まれた。

しかし、復旧にあたっては地形・地質条件、橋の構造の特殊性や被災規模の大きさから高度な技術力が

必要であった。このような中、熊本地震による大規模な斜面崩壊で通行不能となっている国道 325 号の

阿蘇大橋及び俵山トンネルを含む「県道熊本高森線」について熊本県知事から、また、「村道栃の木～立

野線」について南阿蘇村長からそれぞれ国の直轄代行の要請がなされた。 

これを受けて、国道 325 号の阿蘇大橋 (阿蘇大橋ルート)が道路法、県道 28 号熊本高森線の約 10km(西

原村小森～南阿蘇村河陰：俵山トンネルルート)及び村道栃の木～立野線の約 3km（南阿蘇村河陽～立

野：長陽大橋ルート）が大規模災害復興法にそれぞれ基づいて国の権限代行により災害復旧事業を実施

することとなった 5)6)。阿蘇大橋地区の大規模斜面崩落についても直轄砂防災害関連緊急事業として国

が対策工事を実施することとなった 7)。このうち、大規模災害復興法に基づき国が権限代行で道路の災

害復旧事業を行うのはこのときが全国初のケースであった。国の権限代行事業箇所を主な被災箇所と合

わせて図-2.3に示す。なお、同図では復旧完了時期も合わせて示す。 
復旧事業の初年度である平成 28 年度は、九州地方整備局熊本河川国道事務所、立野ダム工事事務所、

そして平成 28 年 7 月 1 日に同地整内に設置された熊本地震災害対策推進室 8)が復旧に関する対応にあ

たった。このうち、復旧・復興に向けた事業が本格化していく中、事業を迅速に強力に推進していくた

めに設置された熊本地震災害対策推進室には、高度な技術的検討の支援等にあたるために国総研からも

技術統括官(建設マネジメント研究官)及び室員（河川研究室長、砂防研究室長、橋梁研究室長、構造・

基礎研究室主任研究官、道路基盤研主任研究官）として 6名が併任され参画した(図-2.4)。 
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図-2.3 国の権限代行での復旧事業実施箇所 

 

図-2.4 熊本地震災害対策推進室組織図 
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このうち道路に関する対応としては、阿蘇大橋地区斜面崩壊箇所の斜面安定化と国道 57 号、国道 325

号並びに早期復旧に向けた対策の検討・助言を目的とした「阿蘇大橋地区復旧技術検討会」（委員長 北

園義人 熊本大学名誉教授、事務局 九州地方整備局河川部河川管理課、道路部道路管理課）が設立さ

れ、国総研からは砂防研究室長（平成 30 年度から深層崩壊対策研究官）が委員として参画した。この大

規模斜面崩落により通行不能となった国道57号については、代替路として北側復旧ルート（延長約13km）

が災害復旧事業として計画された 9)。 

国道 325 号阿蘇大橋の復旧については、架替え位置や構造における技術的課題について検討する「国

道 325 号ルート・構造に関する技術検討会」（事務局：九州地方整備局熊本河川国道事務所、平成 29 年

度より熊本復興事務所）が設立され、国総研からは道路構造物研究部長が委員として参画した。 

この他の国が権限代行事業として実施する県道 28 号熊本高森線及び村道栃の木～立野線の道路構造

物についても、桑鶴大橋、阿蘇長陽大橋をはじめとする橋、俵山トンネルをはじめとするトンネルが被

災しており、その被災が大規模かつ特殊であることから復旧には高度な技術力が必要とされた。そこで、

土工・トンネル・橋梁の構造物毎にそれぞれ専門家(国総研、国立研究開発法人土木研究所（以下、「土

研」という。）及び九州地方整備局緊急災害対策派遣ドクター（TEC-DOCTOR）)と行政（九州地方整備局

及び道路管理者）からなるプロジェクトチーム（PT）を設置し、著しい損傷を受けた道路構造物の詳細

な調査や復旧工法の検討を行うこととなり、平成 28 年 6 月 14 日のトンネル PT を皮切りとして活動が

開始された 10)。復旧にあたって研究所に求められる技術支援の内容は多岐にわたることから、関連した

専門的な知見を有する国総研の道路構造物研究部をはじめとした道路構造関連部署や、土研の構造物メ

ンテナンス研究センター（CAESAR）や地質・地盤研究グループ、道路技術研究グループ等の部署と共同

で対応した。橋梁 PT での復旧検討の様子を写真-2.1に示す。 

特に復旧計画の大枠に係る内容が扱われた熊本地震から半年程度の間で国総研が関与した上記で示

した検討会等の実施状況を図-2.5に示す。 

 

写真-2.1 国総研・土研、九州地整、熊本復興事務所、熊本県で構成される橋梁 PT による復旧方針の

検討の様子(H29) 
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図-2.5 熊本地震発災から半年程度の国総研が関係した 

検討会等の実施状況（道路関係）11)を一部修正 

2.3. 研究室設立とその役割 

地震の翌年の平成 29 年 4 月には、復旧・復興を加速化し、強力に推進していくために、九州地方整備

局に熊本復興事務所（以下、「復興事務所」という。）が設置され 12)、権限代行事業による道路及び砂防

に係る復旧工事を一元的に行うこととなった。さらに、高度な専門的技術を要する熊本地震の災害復旧

事業において、現地で高度な技術支援を行うことにより迅速な災害復旧を支援するために、国総研の組

織として社会資本マネジメント研究センター熊本地震復旧対策研究室(以下、「復旧研」という。)が設置

された 12)。両組織は、災害復旧現場に近い熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽の旧南阿蘇村長陽庁舎に共に入り

(写真-2.2)、事務所と研究機関が車の両輪となって速やかな課題解決に取り組み、早期の復旧・復興を

進めることとなった(図-2.6)。国総研の研究室がつくば、横須賀以外である災害復旧現場に設置された

のはこれが初めてである。4月 24 日に南阿蘇村長陽体育館にて行われた開所・開室式の様子を写真-2.3

に示す。 

復旧研の所掌は、国土技術政策総合研究所組織規則(平成十三年国土交通省令第七十九号)において次

のように定められている。 

  

（熊本地震復旧対策研究室の所掌事務） 

第九十五条の二 熊本地震復旧対策研究室は、国土技術政策総合研究所の所掌事務のうち、平成二十八

年熊本地震による災害から国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護するための措置に関する調査、

試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。 

 

 すなわち復旧研の役割は大きく 2つある。一つは、前述のとおり道路の復旧に関して現地における高

度専門技術を要する課題について現地にて速やかな課題解決に取り組み、早期の復旧・復興を支援する

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月～

TEC-FORCEの派遣

など現地調査

復旧の推進

阿蘇大橋地区復旧技術
検討会

国道325号ルート・構造
に関する技術検討会

復旧工法を検討する
プロジェクトチーム（PT）

個別技術指導

技術基準等の検討

社会資本整備審議会
道路分科会
道路技術小委員会

37班263人日（土木研究所合同 4/16～7/30）

第1回（5/10） 第2回（7/12） 第3回（9/15）

6月9日設置、構造物別（橋梁・トンネル・土工）PTで検討

第1回（5/12） 第2回（7/5） 第3回（7/29）

6/24 小委員会 9/13 小委員会

分野別（橋梁・トンネル・土工）で現地調査、被害分析、技術検討

熊本県、熊本市、阿蘇市、益城町の管理する個別構造物に関する技術指導

第4回（12/6）

6／14 活動開始 
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ことである。もう一つは、熊本地震の復旧・復興事業の加速化に資する技術的課題の解決だけでなく、

復旧事業を通じて得られる技術的な知見を収集して、熊本地震での教訓や復旧工事に係る現場ニーズを

踏まえ、今後の橋の設計や地震後の点検や復旧に資する研究を通じて国等の技術基準類等へ反映させて

いくための取り組みを行うことである。 

なお、研究室の設置期間が同規則の附則で定められており、平成三十四年三月三十一日まで置かれる

ものとされた。研究室の設置期間が 5カ年に限定されている点も復旧研の特徴の一つである。 

 

 

 

写真-2.2 熊本地震復旧対策研究室・熊本復興事務所庁舎外観 

 

図-2.6 早期復旧支援を強化するための環境づくり 
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(a)国総研所長による式辞 

    

(b) 復旧研室長による事業概要説明      （c）庁舎に設置された看板 

写真-2.3 熊本復興事務所開所・熊本地震復旧対策研究室開室式の様子 

（H29.4.24  於 南阿蘇村長陽体育館） 
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